
第１条　登録手数料 　　※収納代行会社は三井住友カード株式会社とする。

１．会則第６条における１名あたりの登録手数料は、次 　　なお、収納代行会社が三菱UFJニコス株式会社の場

　　の通りとする。なお、会員が本スクールの２種別目 　　合は、毎月２７日を振替日とする。

　　以降の会員種別に登録する場合は、１種別ごとに入 ６．一旦支払われた月会費は、返還しないものとする。

　　会手続きと登録手数料は支払うものとする。 第５条　兄弟姉妹割引制度

兄弟姉妹割引制度（以下「本サービス」という。）は、

２．会員は、前項の登録手数料を入会手続き時に支払う 同居親族の兄弟姉妹が同じ期間中に本スクールに２名以

　　ものとする。なお、一旦支払われた登録手数料は返 上で会員登録をしている場合に限り、２人目以降の会員

　　還しないものとする。 の第４条第１項における月会費から１，１００円（税込）

第２条　年会費 を割引く制度とする。なお、経済情勢等の事由により本

会則第７条第１項における年会費は、次の通りとする。 サービスの提供を終了する場合がある。

なお、会員が本スクールの２種別目以降の会員種別に ※スイミングパーソナル除く

登録する場合は、年会費は免除されるものとする。 第６条　変更手数料

会則第１１条第１項における本スクールの変更手数料は、

第３条　会員種別と対象 １回につき１，１００円（税込）とする。

本スクールの会員種別の対象年齢は、次の通りとする。 第７条　休会費

会則第１２条第２項における本スクールの休会費は、月

額２，２００円（税込）とする。

第８条　会員証の再発行

会則第１６条第４項における会員証の再発行料は、１会

員証につき１,１００円（税込）とする。

第９条　受講日時

会員は、会員の選択した会員種別の受講曜日、及び時間

帯に限り、本スクールのレッスンを受講することができ

＊親子deスイミングの保護者は、会員と同居する親族で、 る。

入会資格を満たす方とする。 第１０条　振替制度

第４条　月会費 １．会員は、会員種別に応じて、欠席分を欠席日の１週

１．本スクールの会費の月額（当月１日から当月末日ま 　　間前より３ヶ月以内に振替にてレッスンを受講する

　　で）は、会員種別に応じて次の通りとする。 　　ことができる。

２．前項の振替にて受講を希望する場合は、振替希望日

　　の次の時間までにＷＥＢにて申込むものとする。な

　　お、級別に定員があるため、定員に達しているクラ

　　ス(級）は振替ができないものとする。

第１１条　指導

本スクールは、種別毎に作成された本スクールのレッス

ン要項に従い、会員の指導にあたるものとする。会員は、

本スクールのアニメーターの個別的・具体的指導方法に

従い受講するものとする。

第１２条　入会手続きに必要な書類

本スクールに入会する方は、入会手続き時に次の書類等

チアダンス+テクニック を提出しなければならない。

　　      　①入会申込書 ①入会申込書

　      　　②健康申告書 ②健康申告書

　      　　③預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書 ③キャッシュカード

　      　　④通帳届出印鑑 ④通帳届出印鑑

２．スイミングとマック体操クラブを登録する場合、マ 　　　　　　⑤運転免許証・保険証など、保護者の本人確認書類 ⑤運転免許証・保険証などの保護者本人確認書類

　　ック体操クラブの月会費より１，１００円（税込） 　      　　⑥その他本スクールが定める必要書類など ⑥その他本スクールが定める必要書類など

　　割引くものとする。 第１３条　改正

３．会員がスイミングパーソナルを追加登録する場合、 本細則の改正は、本スクールが必要に応じて行うものと

　　スイミングパーソナル月会費より２，２００円（税 し、その効力はすべての会員に及ぶものとする。本細則

　　込）割引くものとする。 　　    　を改正する時には改正日の１ヶ月以上前までにその内容

４．会員は、入会手続き時に２ヶ月分の月会費を支払う を本スクールの所定の場所に掲示し、本スクールホーム

　　ものとする。 ページにて会員に告知するものとする。

５．３ヶ月目以降の月会費は、毎月２６日までに翌月分 第１４条　本細則の発効

　　の会費を預金口座振替の方法により支払うものとす 　　　　　本細則は２０２５年５月１日より発効する。

　　る。なお、２６日が金融機関の休業日の場合、翌営

　　業日とする。　

スイミングパーソナル １１，０００円

１６，９４０円

ジュニアスイミング（育成）

１１，６６０円

１４，９６０円

ジュニアスイミング（週２回）

マック体操クラブ（週２回）

マック体操クラブ中級（週２回）

avex Dance Master（60分クラス）

９，４６０円ジュニアスイミング（週１回）

チアダンス ４歳～中学生

会員種別 月会費（税込）

７，７００円

スイミングパーソナル ３歳児～中学生

５歳～小学生

親子deスイミング（フリー）

avex Dance Master

登録手数料  ３，３００円（税込）

 ２，２００円（税込）

空手

マック体操クラブ

細　　則

６ヶ月児～５歳

小学生～高校生

会員種別

年会費

ジュニアスイミング

２歳６ヶ月児～中学生

１２，７６０円

１０，５６０円

マック体操クラブ中級 １１，３３０円

avex Dance Master（90分クラス）

１４，０８０円

マック体操クラブ ９，４６０円 ※午前中のレッスンは、当日午前８時まで
時間

対象

３歳児～中学生

親子deスイミング

当日正午まで

チアダンス中級（週２）+テクニック ２９，０４０円

９，７９０円チアダンス（テクニック）

チアダンス中級（週２回） ２０，３５０円

空手

チアダンス ９，７９０円

９，４６０円

１８，４８０円
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空手

チアダンス ９，７９０円

９，４６０円

１８，４８０円

チアダンス中級（週２）+テクニック ２９，０４０円

９，７９０円チアダンス（テクニック）

チアダンス中級（週２回） ２０，３５０円

マック体操クラブ ９，９００円 ※午前中のレッスンは、当日午前８時まで
時間

対象

当日正午まで

１２，７６０円

１０，５６０円

マック体操クラブ中級 １１，７７０円

avex Dance Master（90分クラス）

１４，５２０円

細　　則

６ヶ月児～５歳

小学生～高校生

会員種別

年会費

ジュニアスイミング

２歳６ヶ月児～中学生

３歳児～中学生

親子deスイミング

avex Dance Master

登録手数料  ３，３００円（税込）

 ２，２００円（税込）

空手

マック体操クラブ

５歳～小学生

９，９００円ジュニアスイミング（週１回）

チアダンス ４歳～中学生

会員種別 月会費（税込）

８，１４０円

スイミングパーソナル ３歳児～中学生

親子deスイミング（フリー）

スイミングパーソナル １１，０００円

１７，３８０円

ジュニアスイミング（育成）

１２，１００円

１５，４００円

ジュニアスイミング（週２回）

マック体操クラブ（週２回）

マック体操クラブ中級（週２回）

avex Dance Master（60分クラス）


